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(57)【要約】
【課題】　あらゆる方向から作用する衝撃を吸収して固
形化粧料のひび割れ防止を可能としたコンパクト容器を
創出することを課題とする。
【解決手段】　化粧料を収容した中皿(30)と、中皿(30)
を着脱可能に保持する収容部(11)を備えた容器本体(10)
と、容器本体(10)に対して開閉自在に設けられた蓋体(2
0)とを有するコンパクト容器であって、中皿(30)は、中
皿(30)の側面(32,33)を全体的に覆うように形成された
第１弾性部材(41)と、中皿(30)の底部(31)下面に配置さ
れた第２弾性部材(49)と有して一体に形成されており、
第１弾性部材(41)が、弾性変形させられた状態で中皿(3
0)を形成する側面(32,33)と収容部(11)を形成する壁面(
11A，11B,11C,11D)との間に係止される構成とする。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧料を収容した中皿(30)と、該中皿(30)を着脱可能に保持する収容部(11)を備えた容
器本体(10)と、該容器本体(10)に対して開閉自在に設けられた蓋体(20)とを有するコンパ
クト容器であって、
　前記中皿(30)は、前記中皿(30)の側面(32,33)を全体的に覆うように形成された第１弾
性部材(41)と、前記中皿(30)の底部(31)下面に配置された第２弾性部材(49)と有して一体
に形成されており、
　前記第１弾性部材(41)が、弾性変形させられた状態で前記中皿(30)を形成する側面(32,
33)と前記収容部(11)を形成する壁面(11A，11B,11C,11D)との間に係止されていることを
特徴とするコンパクト容器。
【請求項２】
　第１弾性部材(41)を形成する側壁(42,43)と収容部(11)を形成する壁面(11A，11B)の一
方に係止凸部を形成し、他方に係止凹部を形成し、前記係止凸部と前記係止凹部とが係止
することにより、前記収容部(11)内に前記中皿(30)が保持されている請求項１記載のコン
パクト容器。
【請求項３】
　第１弾性部材(41)を形成する側壁(42,43)に鍔部(44)を形成し、前記鍔部(44)が前記収
容部(11)を形成する一対の壁面(11A，11B)間に弾性変形させられた状態で中皿(30)が前記
収容部(11)内に収納されるようにした請求項１又は２記載のコンパクト容器。
【請求項４】
　係止凸部(45)を、第１弾性部材(41)を形成する側壁(42,43)の下部側の位置に形成し、
係止凹部(11b)を一対の壁面(11A，11B)の前記係止凸部(45)に対応する下部位置に形成す
ると共に前記係止凹部(11b)の下端部を断面円弧状に形成して挿入部(11d)とした請求項１
乃至３のいずれか一項記載のコンパクト容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衝撃を吸収し中皿内に収容されている固形化粧料のひび割れを防止するコン
パクト容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のコンパクト容器では、例えば化粧皿（中皿）を収容する凹部の内周側面に、エラ
ストマーからなる弾性体を突設し、この弾性体を化粧皿の外周側面で接離自在に圧縮させ
た状態で化粧皿及び弾性体を凹部に収容することにより、弾性体と対向する逆側の位置に
設けられている隔壁の内周側面に化粧皿を弾圧させ、その付勢力及びエラストマーと化粧
皿との摩擦力により、化粧皿の収容状態を保持するようにしている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３３９４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来のコンパクト容器では、エラストマーを一部に使用する構成であるこ
とから、化粧皿が一方向（例えば左右方向）のみに弾圧されて逆側の隔壁に押し付けられ
ることになる。このため、このコンパクト容器では、左右方向に作用する衝撃については
吸収することが可能であっても、その他の方向（前後方向及び上下方向）に作用する衝撃
については吸収することができないという問題があった。
【０００５】
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　本発明は、上記した従来技術における問題点を解消すべく、あらゆる方向から作用する
衝撃を吸収して固形化粧料のひび割れ防止を可能としたコンパクト容器を創出することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための手段のうち、本発明の主たる構成は、
　化粧料を収容した中皿と、中皿を着脱可能に保持する収容部を備えた容器本体と、容器
本体に対して開閉自在に設けられた蓋体とを有するコンパクト容器であって、
　中皿は、この中皿の側面を全体的に覆うように形成された第１弾性部材と、中皿の底部
下面に配置された第２弾性部材と有して一体に形成されており、第１弾性部材が、弾性変
形させられた状態で中皿を形成する側面と収容部を形成する壁面との間に係止されている
ことを特徴とする、と云うものである。
【０００７】
　本発明の主たる構成では、中皿の側面の全体に設けた第１弾性部材が前後方向及び左右
方向に作用する衝撃を吸収し、中皿の底部下面に設けた第２弾性部材が上下方向に作用す
る衝撃を吸収することにより、あらゆる方向から作用する衝撃を吸収することができる。
【０００８】
　本発明の他の構成は、上記の構成に、第１弾性部材を形成する側壁と収容部を形成する
壁面の一方に係止凸部を形成し、他方に係止凹部を形成し、係止凸部と係止凹部とが係止
することにより、収容部内に中皿が保持されている、との構成を加えたものである。
【０００９】
　上記構成では、弾性的に保持される中皿が収容部内から脱落することを防止しうる。
【００１０】
　本発明の他の構成は、上記いずれかの構成に、第１弾性部材を形成する側壁に鍔部を形
成し、この鍔部が収容部を形成する一対の壁面間に弾性変形させられた状態で中皿が収容
部内に収納されるようにした、との構成を加えたものである。
【００１１】
　上記構成では、中皿を収容部内の中央の位置で保持されるようになり、中皿の側面と収
容部の壁面との間に隙間が形成されることを防止できる。
【００１２】
　本発明の他の構成は、上記いずれかの構成に、係止凸部を、第１弾性部材を形成する側
壁の下部側の位置に形成し、係止凹部を一対の壁面の係止凸部に対応する下部位置に形成
すると共に係止凹部の下端部を断面円弧状に形成して挿入部とした、との構成を加えたも
のである。
【００１３】
　上記構成では、収容部への中皿の脱着を容易とすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、上記した構成となっているので、以下に示す効果を奏する。
　本発明の主たる構成においては、コンパクト容器１にあらゆる方向から作用する衝撃を
吸収して中皿を保護することができるため、中皿内に収納されている固定化粧料のひび割
れ確実に防止することができる。
　また中皿を収容部の中央に配置すること可能となり、中皿の側面と収容部の壁面との間
の隙間を無くして見栄えの良いコンパクト容器とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施例として、蓋体側から透かして見た状態を示すコンパクト容器
の透視平面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線における断面図である。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線における断面図である。
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【図４】蓋体を開いて中皿を装着する様子を示す図３同様の断面図である。
【図５】本発明の第２実施例を示すコンパクト容器の断面図である。
【図６】本発明の第３実施例を示すコンパクト容器の断面図である。
【図７】本発明の第４実施例を示すコンパクト容器の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
　なお、以下の説明において前後方向とは図１及び図３等に示すＹ方向を、左右方向とは
図１及ぶ図２等に示すＸ方向を意味する。また上下方向とは図２乃至図４等に示すＺ方向
を意味する。また前方とは後述するフック部５０を有する側を、後方とは後述するヒンジ
部２２を有する側を意味する。
　図１に第１実施例として示すコンパクト容器１は合成樹脂材料により形成され、例えば
ファンデーション、頬紅、アイシャドウ又は口紅などの固形化粧料を収容して携行するこ
とが可能な小型の容器であり、主として容器本体１０、蓋体２０、中皿３０、弾性部材４
０及びフック部５０等から構成されている。
【００１７】
　容器本体１０は、中皿３０を着脱自在に保持する第１収容部１１と、化粧刷毛やパフ等
の化粧補助具６０を収容する第２収容部１２を有して略正方形状に形成され、その前方の
端部にはフック部５０が設けられている。
【００１８】
　第１収容部１１及び第２収容部１２は共には略長方形状から成る凹部として形成されて
いる。このうち第１収容部１１は、中央の位置に設けられて第２収容部１２との隔壁を形
成する長辺側壁面１１Ａ、後方の位置に設けられた長辺側壁面１１Ｂ及び左右両方向の位
置に夫々設けられた短辺側壁面１１Ｃ，１１Ｄの４つの壁面によって形成されている。図
３に示すように、長辺側壁面１１Ａの中央部には、他の壁面（長辺側壁面１１Ｂ、短辺側
壁面１１Ｃ，１１Ｄ）よりも部分的に低い高さ寸法で形成された陥没状の挿入凹部１１Ａ
１が形成されている。なお、長辺側壁面１１Ａの全体を、左右方向に亘って他の側面（長
辺側壁面１１Ｂ、短辺側壁面１１Ｃ，１１Ｄ）よりも低い高さ寸法で形成してもよい。
【００１９】
　図１に示すように、中央の長辺側壁面１１Ａの内面の左右対称となる位置には横長溝状
から成る一対の係止凹部１１ａ，１１ａが形成され、後方の長辺側壁面１１Ｂの内面にも
横長溝状から成る係止凹部１１ｂが形成されている。図３に拡大して示すように、係止凹
部１１ｂには、上端側に当接部１１ｃが略水平に形成され、下端側は断面円弧状からなる
挿入部１１ｄが形成されている。なお、この構成は長辺側壁面１１Ａの内面に設けられた
係止凹部１１ａについても同様である。
【００２０】
　蓋体２０は内面２１にミラー２９が固定され、後端部（図１の上端、図３の右端）が容
器本体１０に対しヒンジ部２２を介して回動自在に連結されている。蓋体２０は、ヒンジ
部２２を中心に回動することで開閉可能となっている。また蓋体２０の前端部（図１の下
端、図３の左端）の下面には被係止突起２３が設けられている。
【００２１】
　中皿３０は、長方形状からなる底部３１と、この底部３１を囲む４つの側面である一対
の長辺側面３２及び一対の短辺側面３３を有して形成される有底角筒状の部材である。
【００２２】
　弾性部材４０は弾性変形可能なゴムやエラストマーなどから形成され、中皿３０の４つ
の側面を全体的に覆うように形成された第１弾性部材４１と、中皿３０の底部３１下面に
設けられる複数の第２弾性部材４９とを有して構成されている。
【００２３】
　第１弾性部材４１は、一対の長辺側壁４２と一対の短辺側壁４３とから成る４つの側壁
を有して平面視略長方形状に形成され、中皿３０の４つの側面（一対の長辺側面３２及び
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一対の短辺側面３３）を全体的に覆うように設けられている。
　第１弾性部材４１の４つの側壁（一対の長辺側壁４２と一対の短辺側壁４３）の上部に
は外側方向に突出する鍔部４４が周設されている。また前後方向に位置する一対の長辺側
壁４２の下部には左右一対の係止凸部４５が夫々突設されている。下部側の係止凸部４５
の突出寸法は、上部側の鍔部４４の突出寸法よりも若干大きく形成されている。
【００２４】
　第２弾性部材４９は一定の板厚寸法を有して円盤状に形成されており、中皿３０の底部
３１の下面に一定の間隔を有して設けられている。
　このような第１弾性部材４１と第２弾性部材４９とは中皿３０に対し、例えばインサー
ト成形によって一体に形成されている。あるいは中皿３０に対し、第１弾性部材４１及び
第２弾性部材４９を接着剤や融着などの手段で固定することにより一体化したものであっ
てもよい。
　なお、中皿３０は図１中のＩＩ－ＩＩ線に対して対称な形状で形成されており、前後方
向を逆にしても第１収容部１１内に装着することが可能である。
【００２５】
　フック部５０は前方に操作部５１が設けられ、上端側に係止突起５２が突設されており
、容器本体１０の前端（図１の下端、図３の左端）の位置に前後方向に進退自在に設けら
れると共に常に前方向に付勢された状態に設定されている。蓋体２０を閉じて係止突起５
２と蓋体２０側の被係止突起２３とを係止させることにより、コンパクト容器１を閉じ状
態に設定することができる。また操作部５１を押圧して係止突起５２と被係止突起２３と
の係止を解除することにより、コンパクト容器１を開き状態に設定することができる。
【００２６】
　図４に示すように、中皿３０の第１収容部１１内への装着は、蓋体２０を開いて開放さ
せた状態において行われる。中皿３０の長辺側面３２の一方を少し持ち上げて中皿３０を
傾斜姿勢とし、下方の係止凸部４５を後方の位置に設けられた長辺側壁面１１Ｂの内面に
形成されている係止凹部１１ｂの挿入部１１ｄに挿入する。そして、中皿３０を長辺側壁
面１１Ｂに押し付けて後方の鍔部４４を弾性変形させた状態で、前方の長辺側壁面１１Ｂ
を下方に落とし込む。すると後方の係止凸部４５が挿入部１１ｄの円弧形状に沿って係止
凹部１１ｂ内を摺動するため、係止凸部４５を係止凹部１１ｂ内に容易に挿入することが
できる。同時に、前方の係止凸部４５についても、中央の位置に設けられた長辺側壁面１
１Ａの内面に形成されている係止凹部１１ａ内に容易に挿入することができる。この状態
では、第１弾性部材４１の係止凸部４５の上面が、容器本体１０側の係止凹部１１ａ，１
１ｂの当接部１１ｃと係合するため、中皿３０を第１収容部１１内で保持できると共に第
１収容部１１内からの中皿３０の脱落防止が可能となっている。
【００２７】
　なお、中皿３０を第１収容部１１内から取り出す場合には、中央の長辺側壁面１１Ａに
形成された挿入凹部１１Ａ１から指を挿入し、指先を前方の鍔部４４に引っ掛けた状態で
後方に押圧し、後方の鍔部４４を弾性変形させながら上方に持ち上げるという操作を行う
ことにより容易に取り出すことが可能である。これにより、例えば使い切った中皿３０を
取り出し、新品の固形化粧料が入った中皿３０に容易に交換することができる。
【００２８】
　図２に示すように、中皿３０を第１収容部１１内に収容した状態では、中皿３０の周囲
に設けられた第１弾性部材４１の左右の短辺側壁４３に夫々設けられた鍔部４４が第１収
容部１１を構成する左側の短辺側壁面１１Ｃと右側の短辺側壁面１１Ｄとの間に挟まれ、
鍔部４４が左右方向に弾性変形（例えば圧縮変形）させられた状態にある。これにより、
中皿３０は第１収容部１１内に左右方向に対して弾性的に保持され、左右方向に発生する
衝撃を吸収することが可能となっている。
【００２９】
　また図３に示すように、中皿３０を第１収容部１１内に収容した状態では、中皿３０の
周囲に設けられた第１弾性部材４１の前後の長辺側壁４２の上部に夫々設けられた鍔部４
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４が第１収容部１１を構成する中央の長辺側壁面１１Ａと後方の長辺側壁面１１Ｂとの間
に弾性変形（例えば圧縮変形）させられた状態にある。これにより、中皿３０は第１収容
部１１内に前後方向に対して弾性的に保持され、前後方向に発生する衝撃を吸収すること
が可能となっている。
【００３０】
　さらに中皿３０を第１収容部１１内に収容した状態では、図２及び図３に示すように、
複数の第２弾性部材４９は容器本体１０の底部１０Ａ上に設置されており、中皿３０は複
数の第２弾性部材４９から付勢された状態で第１収容部１１内に弾性的に保持されている
ため、上下方向に発生する衝撃を吸収することができる。
【００３１】
　このように本発明のコンパクト容器１は、第１収容部１１内で中皿３０に発生するすべ
ての方向（前後、左右及び上下方向）からの衝撃を吸収することが可能であることから、
中皿３０内に収容された固形化粧料に発生しやすいひび割れを防止することができる。
【００３２】
　また図１乃至図３に示すように、第１弾性部材４１の鍔部４４は、容器本体１０の第１
収容部１１を形成する４つの側面（中央の長辺側壁面１１Ａ、後側の長辺側壁面１１Ｂ及
び左右の短辺側壁面１１Ｃ、１１Ｄ）の内面に対して弾性変形（例えば圧縮変形）させら
れた状態で収納されているため、各壁面と鍔部４４との間に隙間が形成されることがない
。このため、蓋体２０を開けて、上方からコンパクト容器１内を見た場合の見栄えの良さ
を確保することができ、高級感を維持することが可能となる。
【００３３】
　以上、実施例に沿って本発明の構成とその作用効果について説明したが、本発明の実施
の形態は上記実施例に限定されるものではない。
【００３４】
　例えば、上記第１実施例では、コンパクト容器１の外観形状を略正方形状として説明し
たが、コンパクト容器１の形状は長方形、円形などその他の形状であっても良い。
【００３５】
　また、上記第１実施例では、中皿３０の底部３１の下面に複数の第２弾性部材４９を配
置した構成を示して説明したが、第２弾性部材４９の面積の大きさによっては１つとする
こともできる。
【００３６】
　また上記第１実施例では、略長方形状からなる中皿３０を示して説明したが、中皿３０
の形状も上記実施例に限定されるものではない。
【００３７】
　さらに上記第１実施例では、中皿３０側の係止凸部４５が、長辺側壁面１１Ｂの内面に
設けた係止凹部１１ｂに係合することで、第１収容部１１内からの中皿３０の脱落を防止
できるようにした構成を示して説明したが、本発明の実施の形態は上記実施例に限定され
るものではなく、以下に示すような構成とすることもできる。
【００３８】
　図５は本発明の第２実施例を示すコンパクト容器の断面図ある。図５に示すように、長
辺側壁面１１Ｂの内面に係止凹部１１ｂの代わりに係止凸部１１ｅを突設し、この係止凸
部１１ｅと第１弾性部材４１の係止凸部４５とが係合する構成とすることにより、第１収
容部１１内からの中皿３０の脱落を防止することもできる。
【００３９】
　図６は本発明の第３実施例を示すコンパクト容器の断面図である。図６に示すように、
長辺側壁面１１Ｂの上端部に係止片１１ｆを形成し、この係止片１１ｆが第１弾性部材４
１の上部側に形成されている鍔部４４に係合することにより、第１収容部１１内からの中
皿３０の脱落を防止するようにしてもよい。
【００４０】
　図７は本発明の第４実施例を示すコンパクト容器の断面図である。図７に示す第４実施
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例では、中央の長辺側壁面１１Ａと後部の長辺側壁面１１Ｂの内面側に係止凸部１１ｇを
形成し、第１弾性部材４１側に鍔部４４及び係止凸部４５に代わる係止凹部４６を形成し
ている。長辺側壁面１１Ａ，１１Ｂ側の係止凸部１１ｇが第１弾性部材４１側の係止凹部
４６内に夫々係合することにより、第１収容部１１内からの中皿３０の脱落を防止するよ
うにしてもよい。
　なお、このような係止凸部１１ｇ及び係止凹部４６を設けることなく、長辺側壁面１１
Ａ，１１Ｂ間に第１弾性部材４１が弾性変形した状態で挟持される構成とすることにより
、第１収容部１１内からの中皿３０の脱落を防止するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、固形化粧料を収容した中皿の交換が可能なコンパクト容器の分野における用
途展開をさらに広い領域で図ることができる。
【符号の説明】
【００４２】
１　　　　：　コンパクト容器
１０　　　：　容器本体
１１　　　：　第１収容部
１１Ａ　　：　中央の長辺側壁面（壁面）
１１Ａ１　：　挿入凹部
１１Ｂ　　：　後方の長辺側壁面（壁面）
１１Ｃ　　：　左方の短辺側壁面（壁面）
１１Ｄ　　：　右方の短辺側壁面（壁面）
１１ａ　　：　係止凹部
１１ｂ　　：　係止凹部
１１ｃ　　：　当接部
１１ｄ　　：　挿入部
１１ｅ　　：　係止凸部
１１ｆ　　：　係止片
１１ｇ　　：　係止凸部
１２　　　：　第２収容部
２０　　　：　蓋体
２１　　　：　内面
２２　　　：　ヒンジ部
２３　　　：　被係止突起
３０　　　：　中皿
３１　　　：　底部
３２　　　：　長辺側面（側面）
３３　　　：　短辺側面（側面）
４０　　　：　弾性部材
４１　　　：　第１弾性部材
４２　　　：　長辺側壁（側壁）
４３　　　：　短辺側壁（側壁）
４４　　　：　鍔部
４５　　　：　係止凸部
４９　　　：　第２弾性部材
５０　　　：　フック部
５１　　　：　操作部
５２　　　：　係止突起
６０　　　：　化粧補助具
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